
様式第１号（第７条関係） 

随 意 契 約 理 由 書 

契

約

内

容 

件 名 等 
（契約番号）４２９２０００３２７ 

工業用水道電気計装機器保守点検（その１）業務委託 

履行場所 南相馬市原町区牛来字大沢 地内外 

種  類 業務委託 

概  要 
計測機器保守点検 １式 

テレメータ保守点検 １式 

相

手

方 

名  称 東芝インフラシステムズ株式会社 東北支社 

代 表 者 統括責任者 鈴木 康之 

所 在 地 宮城県仙台市青葉区本町二丁目１番２９号 

根 

拠 

規 

定 

地方自治法施行令第１６７条の２第１項 

■２号 その性質又は目的が競争入札に適さないもの  

□３号 障害者施設等により製作された物品の買入れ、シルバー人材センター及び母子福

祉団体からの役務の提供を受ける契約 

□４号 新規事業分野の開拓事業者により生産された新製品の買入れ  

□５号 緊急の必要により競争入札に付することができないとき  

□６号 競争入札に付することが不利と認められるとき  

□７号 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき 

□８号 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき 

□９号 落札者が契約を締結しないとき 

随

意

契

約 

理

由

の 

説

明 

【具体的に記入すること】 

 

 保守点検機器は当該業者の製品であり、保守点検にはメーカー独自の技術力が必要であ

ることから、業務遂行できるのは当該業者のみであるため随意契約とするものである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

工事等担当課名 〔 建設部水道課                       〕 

※地方自治法施行令第１６７条の２第１項第１号は、競争入札に付さないことができる

としたものであるため、当該理由書の作成を要しないものとする。 



様式第１号（第７条関係） 

随 意 契 約 理 由 書 

契

約

内

容 

件 名 等 
（契約番号）４２９２０００３２８ 

南相馬市工業用水道事業配水管路流量等解析業務委託 

履行場所 福島県南相馬市原町区牛来字大沢地内 外 

種  類 工業用水道配水管路流量等解析業務委託 

概  要 

作業計画 L=46.0 ㎞、現地踏査（現場下見）L=46.0 ㎞ 

流量測定調査 N=8.0 箇所、水圧測定調査 N=9.0 箇所 

管網データ取込作業 一式、測定データ入力作業 一式 

現況水理計算 L=46.0 ㎞、管網モデル図検証 L=46.0 ㎞ 

報告書作成 一式 

相

手

方 

名  称 フジ地中情報株式会社 東北支店 

代 表 者 支店長 田中 利明 

所 在 地 宮城県仙台市泉区八乙女 1-1-13 

根 

拠 

規 

定 

地方自治法施行令第１６７条の２第１項 

■２号 その性質又は目的が競争入札に適さないもの  

□３号 障害者施設等により製作された物品の買入れ、シルバー人材センター及び母子福

祉団体からの役務の提供を受ける契約 

□４号 新規事業分野の開拓事業者により生産された新製品の買入れ  

□５号 緊急の必要により競争入札に付することができないとき  

□６号 競争入札に付することが不利と認められるとき  

□７号 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき 

□８号 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき 

□９号 落札者が契約を締結しないとき 

随

意

契

約 

理

由

の 

説

明 

【具体的に記入すること】 

本業務は、当市建設部水道課が運用（使用）している水道管路情報管理システムを利用

して、現在の工業用水を利用している市内企業への安定供給の可否、今後、使用が予想さ

れる工業団地への供給の可否等を解析する業務である。 

この水道管路情報管理システムは当該業者の開発製品であり、このシステムを使用して

の解析は専門知識を有し、開発業者以外では実施不可であることから随意契約としたい。 

 

 

 

 

 

 

工事等担当課名 〔 建設部 水道課 工務係                  〕 

※地方自治法施行令第１６７条の２第１項第１号は、競争入札に付さないことができる

としたものであるため、当該理由書の作成を要しないものとする。 



様式第１号（第７条関係） 

随 意 契 約 理 由 書 

契

約

内

容 

件 名 等 
（契約番号）４２９２０００３３４ 

脳卒中センター内人工透析機器用設備改修設計業務委託 

履行場所 南相馬市原町区高見町２丁目地内 

種  類 業務委託 

概  要 

脳卒中センター内人工透析機器用設備改修設計業務委託 １式 

  

 

相

手

方 

名  称 株式会社久米設計 東北支社 

代 表 者 支社長 沼倉 満夫 

所 在 地 宮城県仙台市青葉区中央３丁目１０番１９号 

根 

拠 

規 

定 

地方自治法施行令第１６７条の２第１項 

■２号 その性質又は目的が競争入札に適さないもの  

□３号 障害者施設等により製作された物品の買入れ、シルバー人材センター及び母子福

祉団体からの役務の提供を受ける契約 

□４号 新規事業分野の開拓事業者により生産された新製品の買入れ  

□５号 緊急の必要により競争入札に付することができないとき  

□６号 競争入札に付することが不利と認められるとき  

□７号 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき 

□８号 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき 

□９号 落札者が契約を締結しないとき 

随

意

契

約 

理

由

の 

説

明 

【具体的に記入すること】 

人工透析診療を実施する場所は、脳卒中センター１階南側の部屋を予定している。 

本業者は、脳卒中センター建設における設計業務を受託しており、本業務についても、

病院建設という特殊性もあり、確実かつ迅速な業務（期限内での業務）が可能と判断し、

随意契約とするものである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

工事等担当課名 〔   南相馬市立総合病院事務課             〕 

※地方自治法施行令第１６７条の２第１項第１号は、競争入札に付さないことができる

としたものであるため、当該理由書の作成を要しないものとする。 



様式第１号（第７条関係） 

随 意 契 約 理 由 書 

契

約

内

容 

件 名 等 

（契約番号）４２９２０００３３９ 

農業水利施設等保全再生事業（南相馬地区）ため池放射性物質対策工その

２業務委託 

履行場所 南相馬市鹿島区小山田字隠町地内外 

種  類 委託 

概  要 

農業用ため池     １２池（鹿島２池、原町７池、小高３池） 

対策工       １２池 

対策範囲 Ａ＝２９，２１２㎡ 

対策厚  ｔ＝１０㎝～３０㎝ 

  ポンプ浚渫工    1 式 

  直接除去工    1 式 

相

手

方 

名  称 南相馬市復興事業協同組合 

代 表 者 理事長 石川 俊幸 

所 在 地 南相馬市原町区錦町一丁目２５番地 

根 

拠 

規 

定 

地方自治法施行令第１６７条の２第１項 

☑２号 その性質又は目的が競争入札に適さないもの  

□３号 障害者施設等により製作された物品の買入れ、シルバー人材センター及び母子福

祉団体からの役務の提供を受ける契約 

□４号 新規事業分野の開拓事業者により生産された新製品の買入れ  

□５号 緊急の必要により競争入札に付することができないとき  

□６号 競争入札に付することが不利と認められるとき  

□７号 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき 

□８号 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき 

□９号 落札者が契約を締結しないとき 

随

意

契

約 

理

由

の 

説

明 

【具体的に記入すること】 

 当該業者は、震災後の復興において市内全域の建設業者が集結した団体であり、津波、

地震被災によるガレキ解体や生活圏除染や農地除染での大手企業と連携した作業に従事を

しており、ため池放射性物質の対策においても、地域を熟知した地元業者が施工する場合、

ため池への仮設等やため池用新規仮置場等においても迅速に対応出来ることから、平成２

５、２６年と市内の実証実験や福島県内のため池の実証実験に積極的に参加し、対策工法

に対して見識がある業者を多数有している。 

このことから、平成２８年１１月に市発注のため池対策工３０箇所、平成２９年７月に

市発注のため池対策工２７箇所を随意契約にて受注し現在実施中であり、月２回の技術部

会を開催し、さらなる見識を深めている所である。 

また、ため池の対策に伴う池底の除去も営農再開をしているため池については、農閑期

である１０月～３月の期間中にしか作業が行えないことから、３年程の期間が必要として

いる。 

このため、農閑期に対策工が集中することから、業務の規模・内容等から大量の機械が

必要であるため、市内全域の建設業者で組織されている上記組合との随意契約を行いたい

ものである。 

工事等担当課名 〔 農林整備課                           〕 

※地方自治法施行令第１６７条の２第１項第１号は、競争入札に付さないことができる

としたものであるため、当該理由書の作成を要しないものとする。 



様式第１号（第７条関係） 

随 意 契 約 理 由 書 

契

約

内

容 

件 名 等 

（契約番号）４２９２０００３４０ 

農業水利施設等保全再生事業(南相馬地区)ため池放射性物質対策工発注

者支援その２業務委託 

履行場所 南相馬市鹿島区小山田字隠町地内外 

種  類 委託 

概  要 

発注者支援業務   １式 

発注者支援    １式 

打合せ    ６４回 

 業務委託     １式 

  委託管理   １２池 

  監督員補助 １０２日 

 旅費交通費    １式 

相

手

方 

名  称 福島県土地改良事業団体連合会 

代 表 者 会長 車田 次夫 

所 在 地 福島県福島市南中央三丁目３６番地 

根 

拠 

規 

定 

地方自治法施行令第１６７条の２第１項 

☑２号 その性質又は目的が競争入札に適さないもの  

□３号 障害者施設等により製作された物品の買入れ、シルバー人材センター及び母子福

祉団体からの役務の提供を受ける契約 

□４号 新規事業分野の開拓事業者により生産された新製品の買入れ  

□５号 緊急の必要により競争入札に付することができないとき  

□６号 競争入札に付することが不利と認められるとき  

□７号 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき 

□８号 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき 

□９号 落札者が契約を締結しないとき 

随

意

契

約 

理

由

の 

説

明 

【具体的に記入すること】 

 当該業者は、福島県内のため池の特性・状況等について見識があり、「ため池放射性物質

対策技術マニュアル」の策定においても携わっており、対策工の技術的見識のある業者で

ある。当市においても平成２７年度の詳細調査を実施ししたことから、当市のため池につ

いても熟知しており、対策工の発注者支援を行う業者としては、最も効率的に業務を行う

ことができるため、当該業者と随意契約を行いたいものである。 

 

 

 

工事等担当課名 〔農林整備課                            〕 

※地方自治法施行令第１６７条の２第１項第１号は、競争入札に付さないことができる

としたものであるため、当該理由書の作成を要しないものとする。 



様式第１号（第７条関係） 

随 意 契 約 理 由 書 

契

約

内

容 

件 名 等 
（契約番号）４２９２０００３４２ 

ふくしま森林再生事業森林整備等（原町２３林班外）総合監理業務委託 

履行場所 南相馬市原町区上太田地内外 

種  類 業務委託 

概  要 

 森林整備業務、路網整備工事、放射性物質拡散防止対策工事の総合監理

業務 

森林整備等   A＝25.64ha 

森 林 整 備 内 訳  下 刈  2.06ha 植 栽  0.13ha 除 伐 10.18ha      

間伐  2.32ha 更新伐 10.95ha 

路網整備     作業道（新設）640ｍ 

放射性物質対策 

土砂流出防止対策 丸太筋工 386ｍ 

相

手

方 

名  称 福島県森林組合連合会 

代 表 者 代表理事会長 秋元 公夫 

所 在 地 福島県福島市中町５番１８号 

根 

拠 

規 

定 

地方自治法施行令第１６７条の２第１項 

■２号 その性質又は目的が競争入札に適さないもの  

□３号 障害者施設等により製作された物品の買入れ、シルバー人材センター及び母子福

祉団体からの役務の提供を受ける契約 

□４号 新規事業分野の開拓事業者により生産された新製品の買入れ  

□５号 緊急の必要により競争入札に付することができないとき  

□６号 競争入札に付することが不利と認められるとき  

□７号 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき 

□８号 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき 

□９号 落札者が契約を締結しないとき 

随

意

契

約 

理

由

の 

説

明 

【具体的に記入すること】 

 本業務は、南相馬市原町区上太田地内外の森林整備業務、路網整備工事、放射性物質拡

散防止対策工事の総合監理業務である。当該総合監理業務においては、年度別事業実施計

画の作成業者が森林整備等の設計内容を熟知しており、最も効率的に業務を行うことがで

きるため、上記業者と随意契約するものである。 

 

 

 

 

工事等担当課名 〔 農林整備課 〕 

※地方自治法施行令第１６７条の２第１項第１号は、競争入札に付さないことができる

としたものであるため、当該理由書の作成を要しないものとする。 



様式第１号（第７条関係） 

随 意 契 約 理 由 書 

契

約

内

容 

件 名 等 
（契約番号）４２９２０００３４６ 

紫外線照射装置保守点検業務委託 

履行場所 南相馬市原町区牛越字下川原 地内外 

種  類 業務委託 

概  要 紫外線照射装置保守点検業務 １式 

相

手

方 

名  称 理水化学株式会社仙台支店 

代 表 者 支店長 大友 哲也 

所 在 地 仙台市青葉区北目町１番１８号 

根 

拠 

規 

定 

地方自治法施行令第１６７条の２第１項 

■２号 その性質又は目的が競争入札に適さないもの  

□３号 障害者施設等により製作された物品の買入れ、シルバー人材センター及び母子福

祉団体からの役務の提供を受ける契約 

□４号 新規事業分野の開拓事業者により生産された新製品の買入れ  

□５号 緊急の必要により競争入札に付することができないとき  

□６号 競争入札に付することが不利と認められるとき  

□７号 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき 

□８号 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき 

□９号 落札者が契約を締結しないとき 

随

意

契

約 

理

由

の 

説

明 

【具体的に記入すること】 

 

 本業務は、紫外線照射装置の紫外線ランプ等の消耗部品の交換及び保守点検を実施し、

本装置の機能を維持し円滑に稼動させ安定した水質を図るためのものである。 

 点検対象機器は当該業者施工の製品であり、点検にはメーカー独自の技術力が必要であ

ることから当該業者と随意契約とするものである。 

 

 

 

 

 

工事等担当課名 〔 水道課 〕 

※地方自治法施行令第１６７条の２第１項第１号は、競争入札に付さないことができる

としたものであるため、当該理由書の作成を要しないものとする。 



様式第１号（第７条関係） 

随 意 契 約 理 由 書 

契

約

内

容 

件 名 等 
（契約番号）4292000366 

小高区商業施設建設工事監理業務委託 

履行場所 南相馬市小高区上町一丁目地内 

種  類 業務委託 

概  要 

小高区商業施設建設工事監理業務委託 

スーパーマーケット・事務所等 

・Ｓ造平屋建て 

・Ａ＝431 ㎡ 

・建設工事 一式 

相

手

方 

名  称 株式会社小島建築設計事務所 

代 表 者 代表取締役 小嶋 裕一 

所 在 地 福島県福島市北沢又字稲荷中川原１番地 

根 

拠 

規 

定 

地方自治法施行令第１６７条の２第１項 

■２号 その性質又は目的が競争入札に適さないもの  

□３号 障害者施設等により製作された物品の買入れ、シルバー人材センター及び母子福

祉団体からの役務の提供を受ける契約 

□４号 新規事業分野の開拓事業者により生産された新製品の買入れ  

□５号 緊急の必要により競争入札に付することができないとき  

□６号 競争入札に付することが不利と認められるとき  

□７号 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき 

□８号 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき 

□９号 落札者が契約を締結しないとき 

随

意

契

約 

理

由

の 

説

明 

【具体的に記入すること】 

内申業者は、実施設計業務の受託事業者であり、本業務委託においても対象施設の設計

内容を十分に熟知し、的確な工事監理業務を行うことが可能であることから、当該事業者

との随意契約としたい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

工事等担当課名 〔 小高区産業建設課 〕 

※地方自治法施行令第１６７条の２第１項第１号は、競争入札に付さないことができる

としたものであるため、当該理由書の作成を要しないものとする。 



様式第１号（第７条関係） 

随 意 契 約 理 由 書 

契

約

内

容 

件 名 等 
（契約番号）４２９２０００３８９ 

小高区復興拠点施設整備事業建設工事監理業務委託 

履行場所 南相馬市小高区本町一丁目地内外 

種  類 委託（工事監理） 

概  要 

建築工事 

復興拠点施設 

 木造・Ｓ造・ＲＣ造、平屋建て 

 北敷地：新築３棟 Ａ＝1,637 ㎡ 

 南敷地：新築２棟・改修１棟 Ａ＝643 ㎡ 

建設工事一式 

相

手

方 

名  称 山本堀・ＵＲリンケージ設計共同体 

代 表 者 代表取締役 山本 幸子 

所 在 地 東京都渋谷区猿楽町 29－18 Ａ－9 

根 

拠 

規 

定 

地方自治法施行令第１６７条の２第１項 

☑２号 その性質又は目的が競争入札に適さないもの  

□３号 障害者施設等により製作された物品の買入れ、シルバー人材センター及び母子福

祉団体からの役務の提供を受ける契約 

□４号 新規事業分野の開拓事業者により生産された新製品の買入れ  

□５号 緊急の必要により競争入札に付することができないとき  

□６号 競争入札に付することが不利と認められるとき  

□７号 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき 

□８号 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき 

□９号 落札者が契約を締結しないとき 

随

意

契

約 

理

由

の 

説

明 

【具体的に記入すること】 

本業務は、原発事故により５年４か月もの間、居住を制限され、「まち」や「地域」とし

ての機能が失った小高区の復興・再生を図るために、多世代が地域内外の交流を広げ、地

域の活性化と賑わいを創出することができる復興拠点施設について小高区の中心市街地に

整備することとしている。 

上記業者は、本業務の前段において実施設計を行っており、施設等の設計を十分に熟知

していることから、実施設計を踏まえ的確かつ迅速な工事監理業務を履行できるのは当該

事業所のみであることから、地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号により随意契

約としたい。 

 

 

 

工事等担当課名 〔小高区地域振興課    〕 

※地方自治法施行令第１６７条の２第１項第１号は、競争入札に付さないことができる

としたものであるため、当該理由書の作成を要しないものとする。 


